
（監理委員会への報告様式１）
民間事業者による対象公共サービスの実施状況

経済産業省大臣官房調査統計グループ企業統計室
平成24年6月1日

１ 対象公共サービスの内容

２ 確保すべき対象公共サービスの質の確保の状況

(a)平成23年４月～(b)平成24年３月

確保すべき対象公共サービスの質 実績

株式会社インテージ

目標回収率
最終的な回収率は８０．１％を上回らな
ければならない。

84.5%
(調査対象数 37,600、回収数 31,789)

３ 対象公共サービスの実施に要した経費

(a)平成23年４月～(b)平成24年３月

株式会社インテージ

支払額（定額部分） １０１，８５０，０００円

支払額（成果部分） －

計 １０１，８５０，０００円

（参考）落札金額 （３か年分） ３０５，５５０，０００円

（注記事項）
本事業における民間事業者への支払は「定額部分」のみ。

経済産業省企業活動基本調査に係る業務（平成２３年度分）

（注記事項）
回収率目標のほか、本業務を実施するに当たって調査結果の質を確保するため、以下の対応を行うこととしており、
民間事業者からの報告資料等により適正かつ確実に実施されていることを確認した。
①本業務の実施に当たり、実施要項で示す各工程毎に民間事業者が策定しあらかじめ経済産業省と調整した作業方
針、スケジュールに沿って確実に業務を実施すること。
②照会対応業務においては、調査票の記入等に関する電話等による照会があった場合に、経済産業省が貸与する照
会対応事例集に沿って対応すること。
③審査済個票データを経済産業省が持つ「最終個票エラーチェック」によって検証した結果、エラーが出た場合は再度
審査を行い、エラー修正率１００％を達成すること。


